
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会報で各種サークル（団地内活動）を紹介します。

希望者は役員まで連絡下さい。 
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16 年度 第 1 号 

 

「
第
３
９
回
定
期
総
会
」
が
四
月
十
一
日
十
時
か

ら
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

平
成
十
五
年
度
の
活
動
及
び
会
計･

監
査
報
告
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
次
い
で
十
六
年
度
役
員
改
選
及
び

事
業
計
画
、
予
算
、
特
別
議
案
に
つ
い
て
提
案
を
行

い
左
記
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

●
十
六
年
度
役
員 

会 

長 
 

永
田
修
三 

 

総
括･

渉
外 

 
6
9
2
-
6
2
3
3
 
 

副
会
長 

中
林
弘
幸 

防
災･

記
録 

 
6
9
2
-
4
5
9
1
 
 
 

副
会
長 

木
村
兼
博 

衛
生･

環
境 

 
6
9
2
-
6
9
9
3
 
 

副
会
長 

安
田
五
郎 

文
化･

ｽ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾂ
 
6
9
2
-
6
5
6
4
 
 

会 

計 

目
崎
一
郎 

財
政(

歳
出･

歳
入) 
 
6
9
2
-
4
1
1
1
 
 
 

監 

査 

曽
根
和
美 

会
計
監
査 
 
 
 
6
9
2
-
6
2
9
6
 
 
 

監 

査 

有
地 

洋 

会
計
監
査 

 
6
9
2
-
5
6
1
8  

●
班
長
任
期 

半
年
の
任
期
を
一
年
と
す
る
。 

●
会
費
（
自
治
会
費･

汲
取
り
料
） 

年
２
回
の
集
金
と
す
る
。 

●
社
協
年
会
費
の
扱
い
に
つ
い
て 

自
治
会
費
よ
り
支
払
う
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

（
予
算
計
上
済
み
）
。 

 

●
平
成
十
六
年
度
活
動
方
針 

近
年
、
自
治
会
活
動
は
住
民
の
生
活
様
式
の
多
様

化
に
よ
り
住
民
参
加
の
活
動
が
困
難
に
な
り
、
隣
近

所
の
人
間
関
係
も
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

 

自
治
会
は
、
同
じ
地
域
に
住
む
人
が
、
ゴ
ミ
や
生

活
騒
音
、
ペ
ッ
ト
の
飼
い
方
、
駐
車
の
仕
方
な
ど
お

互
い
が
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
勤
め
な
が
ら
地

域
の
共
同
利
用
者
と
し
て
の
必
要
な
交
流
を
も
ち
、

住
み
や
す
い
生
活
環
境
を
創
っ
て
い
く
仲
間
と
し

て
協
力
し
あ
う
た
め
に
組
織
さ
れ
た
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。 

 

そ
の
た
め
に
、
次
ぎ
の
取
り
組
み
を
し
ま
す
。 

 

※
環
境
整
備 

一
、
ゴ
ミ
の
分
別
収
集
の
徹
底 

一
、
団
地
及
び
周
辺
の
清
掃･

美
化
活
動
を
行
う 

一
、
路
上
駐
車
禁
止 

一
、
隣
地
や
道
路
に
は
み
出
し
た
庭
木
の
刈
込
み 

一
、
地
域
防
災
の
取
組
み 

※
会
員
相
互
の
親
睦 

一
、
各
部
会
、
ク
ラ
ブ
活
動
を
活
発
に
行
う 

一
、
リ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施 

 

◆
具
体
的
な
運
用
で
は
、 

班
長
会
は
原
則
二
ヵ
月
に
一
回
程
度
実
施
、
会
員

か
ら
の
要
望
を
聞
き
そ
の
う
え
で
実
施
に
向
け
て

の
取
り
組
み
を
し
ま
す
。
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
退

職
さ
れ
た
方
等
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
お
願
い
し
て

具
体
化
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

◆
地
域
防
災
の
取
組
み 

い
つ
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
東
南

海
地
震
に
そ
な
え
て
、
地
域
防
災
組
織
を
立
ち
上
げ
ま

す
。
持
ち
回
り
の
役
員
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
も
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
の
協
力
を
得
て
組
織
を
起
こ
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。 

▼ 

ボ 

ラ 

ン 

テ 

ィ 

ア 

募 

集 

▲ 
 

自
治
会
活
動
及
び
地
域
防
災
組
織
の
運
用
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
の
協
力
を
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方
は
自
治
会
役
員
の
方
ま

で
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

「ポイ捨て等及び犬のふん害の防止に関する条例」

が 4 月１日施行されました。 
◆ 「ポイ捨て」空き缶や煙草の吸殻を決められた

所以外に捨てることをいいます。 
◆ 「犬の糞害」飼い犬がした糞を放置して他人の

土地を汚すことをいいます。 
＜10 月１日より違反者は２万円以下の罰金＞ 

一斉清掃は５月 23 日（日曜日）です 
開始時間は８:00～ 

清掃分担は後日分担表を配布いたします。 


